
平
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十
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日
受
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答

弁
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衆
議
院
議
員
井
上
義
久
君
提
出
脳
外
傷
者
の
実
態
と
公
的
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
警
察
庁
が
毎
年
作
成
し
て
い
る
交
通
統
計
に
お
い
て
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
及
び
負
傷
者
の
う
ち
主
た
る

損
傷
部
位
が
頭
部
で
あ
る
も
の
の
数
を
把
握
し
て
い
る
が
、
脳
外
傷
者
に
つ
い
て
は
厚
生
省
が
三
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る

患
者
調
査
に
お
い
て
、
特
定
の
調
査
日
に
お
け
る
全
国
の
医
療
施
設
で
受
療
し
た
脳
外
傷
（
後
遺
症
を
含
む
。
）
の
患
者
数 

 

を
推
計
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
精
神
薄
弱
者
対
策
及
び
老
人
対
策
の
対
象
と
な
ら
な
い
若
年
痴

呆
者
（
十
八
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
に
お
い
て
高
次
脳
機
能
障
害
等
の
痴
呆
症
状
を
生
じ
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の 

 

実
態
に
つ
い
て
平
成
八
年
度
の
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
課
題
と
し
て
「
若
年
痴
呆
の
実
態
に
関
す
る
研
究
」

を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
研
究
に
お
い
て
御
指
摘
の
脳
外
傷
者
の
実
態
に
つ
い
て
も
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
年
度
の
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
課
題
と
し
て
「
若
年
痴
呆
の
処
遇
の
あ
り

方
に
関
す
る
研
究
」
を
取
り
上
げ
、
当
該
研
究
に
お
い
て
御
指
摘
の
脳
外
傷
者
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ 

衆
議
院
議
員
井
上
義
久
君
提
出
脳
外
傷
者
の
実
態
と
公
的
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

三
に
つ
い
て 

脳
外
傷
者
の
施
設
入
所
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
又
は
精

神
薄
弱
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
身
体
障
害
者
又
は
精
神
薄
弱
者
に
該
当
し
な
い
者
は
当
該

法
律
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
精
神
薄
弱
者
援
護
施
設
へ
の
入
所
措
置
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
、
脳
外
傷
者
の
う
ち
高
次
脳
機
能
障
害
者
が
該
当
す
る
精
神
障
害
者
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
に
い
う
精
神
障
害
者
を
い 

ま
た
、
労
働
省
に
お
い
て
は
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
、
日
本
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
が
平
成
八
年
度
か

ら
行
っ
て
い
る
「
頭
部
外
傷
者
の
障
害
特
性
と
就
労
支
援
に
関
す
る
研
究
」
及
び
平
成
九
年
度
か
ら
行
っ
て
い
る
「
高
次
脳

機
能
障
害
を
有
す
る
障
害
者
の
職
場
復
帰
後
の
指
導
・
援
助
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
に
対
し
交
付
金
の
交
付
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
具
体
的
な
支
援
策
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
助
成
事
業
の
実
施
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
成

果
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

四
に
つ
い
て 

う
。
）
に
関
し
て
平
成
九
年
十
二
月
に
身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
、
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
障
害
福
祉
部
会
及
び
公
衆
衛
生 

審
議
会
精
神
保
健
福
祉
部
会
の
合
同
企
画
分
科
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
今
後
の
障
害
保
健
福
祉
施
策
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
中
間
報
告
に
お
い
て
、
「
身
体
障
害
を
伴
わ
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
（
若
年
性
痴
呆
等
）
に
つ
い
て
は
、
精
神
保 

 

健
福
祉
法
に
お
い
て
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
面
、
精
神
薄
弱
者
に
類
似
し
た
障
害
の

状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
精
神
薄
弱
者
施
設
等
の
利
用
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
方
途
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の 

指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
介
護
が
老
後
生
活
の
最
大
の
不
安
要

因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
に
起
因
す
る
疾
病
等
に
よ
り
要
介
護
状
態
と
な
っ

た
場
合
に
保
険
給
付
を
行
う
制
度
で
あ
り
、
給
付
の
対
象
は
、
同
法
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
六
十

五
歳
以
上
の
者
の
ほ
か
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
そ
の
要
介
護
状
態
の
原
因
で
あ

る
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
に
起
因
す
る
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
特
定
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
特
定
疾
病
に
よ
っ
て
生
じ
た
要
介 

五 

 



 

 

六 

護
状
態
に
つ
い
て
は
、
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
に
起
因
す
る
疾
病
と
い
う
共
通
の
事
由
に
よ
る
保
険
事
故
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
介
護
保
険
制
度
に
基
づ
く
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
特
定
疾
病
以
外
の
疾
病
等

に
よ
っ
て
介
護
を
要
す
る
状
態
に
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
福
祉
施
策
等
の
枠
組
み
の
中
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
、
御
指
摘
の
加
齢
疾
病
条
項
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
撤
廃
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
介
護
保
険

法
附
則
第
二
条
に
基
づ
き
、
法
施
行
後
に
お
い
て
、
障
害
者
の
福
祉
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
等
に
配
意
し
、
被
保
険
者
及

び
受
給
者
の
範
囲
を
含
め
、
制
度
全
般
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
際
の
課
題
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


